
日光市民病院・介護老人保健施設にっこう個人情報の取扱いに関する規程 

（目的） 

第１条  この規程は、個人情報の取扱いに関して遵守すべき義務等を含め院内等における  

個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人情報の有用性に配

慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

    また、個人情報の漏えい等の事案が発生した場合の措置を明らかにし、二次災害の防

止、類似事案の発生回避に努めることを目的とする。 

 

（個人情報等） 

第２条  この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該 

情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの（他

の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるこ

ととなるものを含む。）をいう。 

２  この規程において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物で 

あって、次に掲げるものをいう。 

  一  特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成 

したもの 

  二  前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように 

    体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするための物を有す 

    るもの 

３  この規程において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報 

  をいう。 

４  この規程において「保有個人データ」とは、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用 

  の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データで 

  あって、その存否が明らかになることにより、次に掲げる公益その他の利益が害される 

  もの又は 6ヶ月以内に消去することとなるもの意外のものをいう。 

  一  当該個人データの存否があきらかになることにより、本人又は第三者の生命、身体 

    又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの 

  二  当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、 

    又は誘発するおそれがあるもの 

  三  当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、 

    他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関 

    との交渉上不利益を被るおそれがあるもの 

  四  当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査そ 

    の他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの 

５  この規程において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 



（責任体制） 

第３条  院内および施設内等における個人情報の適正な取扱いを推進し、漏えい等の問題

に対処するため、個人情報保護管理者を置く。 

２  個人情報保護管理者は、前項の目的を達成するために部門ごとに個人情報保護監督者 

    を置くことができる。 

３  個人情報保護管理者は、職員の中から個人情報保護に関して十分理解を持つものを選 

    任し、当該職員に職員に個人情報保護に関する理念の理解を深めること並びにこの規 

    程及びこの規程に基づく規則の遵守することに関して権限を与えることができる。 

４  個人情報保護管理者は、個人情報保護の推進を図るため、個人情報保護委員会を設置 

    することができる。 

５  個人情報保護管理者は、個人情報の取扱いに関する苦情の窓口を設けなければならな 

    い。 

６  個人情報保護管理者は、第１６条第３項の検討のため、個人情報保護委員会を設けな 

    ければならない。 

７  個人情報保護管理者は、病院の管理者および施設の施設長が当たる。 

 

（利用目的の特定） 

第４条  個人情報保護管理者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以 

  下「利用目的」という。）をできる限り特定しなければならない。 

 

（利用目的による制限） 

第５条  職員は、あらかじめ本人の同意を得ないで前条の規定により特定された利用目的 

  の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

２  前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 

  一  法令に基づく場合 

  二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得 

    ることが困難であるとき。 

  三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、 

    本人の同意を得ることが困難であるとき。 

  四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂 

    行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより 

    当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

（適正な取得） 

第６条 職員は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 

 



（個人情報の内容の正確性の確保） 

第７条 個人情報保護管理者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを 

  正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。 

 

（安全管理措置） 

第８条 個人情報保護管理者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は棄損の防止 

  その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２  個人情報保護管理者は、当該個人データに係わる本人が死亡した後においても、当該 

  個人データについて、前項の規定と同等の措置を講じるものとする。 

 

（職員の監督） 

第９条 個人情報保護管理者は、その職員に個人データを取り扱わせるに当たっては、当 

  該個人データの安全管理が図られるよう、当該職員に対する必要かつ適切な監督を行わ 

  なければならない。 

 

（委託先の監督） 

第１０条  個人情報保護管理者は、個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合 

は、委託された者においてこの規程又はこの規程に基づく規則に準じて当該個人データ 

の安全管理が図られるよう、当該委託された者に対する必要かつ適切な監督を行わなけ

ればならない。委託された者において、この規程又はこの規程に基づく規則と同等の規

則が、定められている場合においては当該規則によることができる。 

 

（安全管理措置等の規則） 

第１１条  個人情報保護管理者は、第７条から第１０条までの規定を実施するため必要な 

  こと（廃棄を含む。）は、別に規則を定める。 

 

（第三者提供の制限） 

第１２条  個人情報保護管理者は、次に掲げることを除くほか、あらかじめ本人の同意を 

  得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

  一  法令に基づく場合 

  二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得 

    る事が困難であるとき。 

  三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、 

    本人の同意を得ることが困難であるとき。 

  四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂 

    行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより 



    当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

（利用目的等の公表等） 

第１３条  個人情報保護管理者は、次に掲げる事項について文書とし、第２２条第２項の 

  窓口に備え置き、本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 

  一  すべての個人情報データベース等の名称 

  二  すべての保有個人データの利用目的（次に掲げる場合を除く。） 

    ア  利用目的を公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利 

      利益を害するおそれがある場合 

    イ  利用目的を公表することにより病院および施設の権利又は正当な利益を害するお

それがある場合 

    ウ  国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する 

      必要がある場合であって、利用目的を公表することにより当該事務の遂行に支障を 

      及ぼすおそれがあるとき。 

  三  本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求める手続き 

  四  本人が識別される保有個人データの開示を求める手続き 

  五  本人が識別される保有個人データの訂正、追加又は削除（以下「訂正等」という。） 

    を求める手続き 

  六  本人が識別される保有個人データの停止又は消去（以下「利用停止等」という。）を 

    求める手続き 

  七  本人が識別される保有個人データの第三者への提供の停止を求める手続き 

  八  第３号及び第４号の手続きの手数料の額 

  九  第２２条に規定する窓口 

２  個人情報保護管理者は、第三者に提供される個人データがある時は、次に掲げる事項 

  について文書とし、第２２条第２項の窓口に備え置き、本人が容易に知り得る状態に置 

  かなければならない。 

  一  第三者への提供を利用目的とすること。 

  二  第三者に提供される保有個人データの項目 

 三 第三者への提供の手段又は方法 

  四  本人の求めに応じて当該本人が識別される保有個人データの第三者への提供を停止 

    すること。 

  五  本人に、第１号の利用目的の中で同意しがたいものがある場合には、その事項につ 

    いて、あらかじめ本人の明確な同意を得るよう求めることができること。 

  六  本人が、前号の同意を得るよう求めることの意思表示を行わない場合は、第１号の 

    利用目的について本人の同意が得られたものとすること。 

  七  第５号の同意を得るよう求めることの留保及び撤回は、本人の申し出により、いつ 



    でも可能であること。 

３  第１項及び第２項に掲げる事項については、随時の説明により、配慮するものとする。 

 

（利用目的等の院内および施設内掲示） 

第１４条  個人情報保護管理者は、次に掲げる場合を除き、すべての保有個人データの利 

  用目的を院内および施設内に掲示しなければならない。 

  一  利用目的を公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利 

    益を害するおそれがある場合 

  二  利用目的を公表することにより施設の権利又は正当な利益を害するおそれがある場 

    合 

  三  国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必 

    要がある場合であって、利用目的を公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼ 

    すおそれがあるとき。 

２  個人情報保護管理者は、第三者に提供される個人データがあるときは、第三者への提 

  供を利用目的とすることを院内および施設内に掲示しなければならない。 

３  個人情報保護管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及 

  び個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年法律第５１７号）において公表等し 

  なければならない事項の要点を院内に掲示することができる。 

４  院内および施設内掲示は、見やすい箇所に見やすい方法により行うものとする。 

 

（利用目的の通知） 

第１５条  個人情報保護管理者は、本人から当該本人が識別される保有個人データの利用 

  目的の通知を求められたときは、次に該当する場合を除き、本人に対し遅滞なくこれを 

  通知しなければならない。 

  一  当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 

  二  利用目的を本人に通知することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の 

    権利利益を害するおそれがある場合 

  三  利用目的を本人に通知することにより病院および施設の権利又は正当な利益を害す

るおそれがある場合 

  四  国の機関又は地方公共団体が法令で定める事務を遂行することに対して協力する必 

    要がある場合であって、利用目的を本人に通知することにより当該事務の遂行に支障 

    を及ぼすおそれがあるとき。 

 

（開示） 

第１６条  個人情報保護管理者は、本人から当該本人が識別される保有個人データの開示 

  （ 当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを 



  含む。以下同じ。）を求められたときは、次に掲げる場合を除き、本人に対し遅滞なく 

  当該個人情報を開示しなければならない。 

  一  本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

  二  病院および施設の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

  三  他の法令に違反することとなる場合 

２  個人情報保護管理者は、前項の開示をするか否かの決定に当たっては、開示を求める 

  本人を担当する医師等、保有個人データの取得者、関係者の意見を聞かなければならな 

  い。 

３  前項の規定にかかわらず、第１項の各号に該当する可能性がある場合には、個人情報 

  保護委員会において検討しなければならない。この場合個人情報保護委員会は、開示を 

  求める本人を担当する医師等、保有個人データの取得者、関係者の意見を聞かなければ 

  ならない。 

４  開示の求めは代理人により行うことができる。この場合、開示は本人へ説明を行った 

  後において行うものとする。 

５  個人情報保護管理者は、本人から開示の求めがあった場合、参考となる情報を提供す 

  るなど、本人の利便を考慮した支援を行うものとする。 

 

（訂正等） 

第１７条  個人情報保護管理者は、本人から当該本人が識別される保有個人データの内容 

  が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除（以 

  下「訂正等」という。）を求められた場合には、その内容の訂正等に関して個人情報の保 

  護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律施行令以外の他の法令の規定により、 

  特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、 

  遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき当該個人データの内容の訂正等を行わな 

  ければならない。 

 

（利用停止等） 

第１８条  個人情報保護管理者は、本人から当該本人が識別される保有個人データがあら 

  かじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱 

  われているという理由又は偽りその他不正の手段により取得されたものであるという理 

  由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去（以下「利用停止等」という。） 

  を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正 

  するために必要な限度で、遅滞なく当該保有個人データの利用停止等を行わなければな 

  らない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の 

  利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこ 

  れに代わるべき措置をとるときは、この限りではない。 



 

（第三者への提供の停止） 

第１９条  個人情報保護管理者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第 

  １２条の規定に違反して、第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人 

  データの第三者への提供を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明 

  したときは、遅滞なく当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。 

  ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他 

  第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため 

  必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではない。 

 

（第１５条第４項等の規定の利用目的の通知等への準用） 

第２０条  第１６条第４項及び第５項の規定は、第１５条の利用目的の通知、第１７条の 

  訂正等、第１８条の利用停止等及び第１９条の第三者への提供の停止について準用する。 

  この場合、「開示」とあるのは、それぞれ「利用目的の通知」、「訂正等」、「利用停止等」 

  及び「第三者への提供の停止」と読み替えるものとする。 

 

（苦情への対応） 

第２１条  個人情報保護管理者は、個人情報の取扱いその他これに関する事項の苦情の適 

  切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

２  個人情報保護管理者は、第１５条の利用目的を通知しない旨の決定、第１６条第１項 

  の個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定、第１７条の個人情報の全部又は一部 

  について訂正等をしない旨の決定、第１８条の個人情報の全部又は一部をについて利用 

  停止等をしない旨の決定又は第１９条の個人情報の全部又は一部について第三者への提 

  供を停止しない旨の決定を行ったときは、その理由を文書で説明するとともに、求めが 

  あった場合には、口頭でも説明するように努めるものとする。 

３  個人情報保護管理者は、前項の決定に対し本人から苦情があり、苦情に相当の理由が 

  あると認められるときは、個人情報保護委員会に諮って決定の適否について検討するも 

  のとする。 

 

（利用目的の通知等の手続き及び窓口） 

第２２条  個人情報保護管理者は、次に掲げる次項の手続（第６号に掲げる事項を除く。） 

  を別に定めるとともに、その窓口を設けなければならない。 

  一  利用目的の通知 

  二  個人情報の開示 

  三  個人情報の内容の訂正等 

  四  個人情報の利用停止等 



  五  個人情報の第三者への提供の停止 

  六  個人情報の取扱いに関する苦情 

２  前項の窓口は、病院は医事課、老健は老健事務所とする。 

 

（手数料） 

第２３条  個人情報保護管理者は、第１５条に規定する利用目的の通知及び第１６条に規 

  定する個人情報の開示の実施に関し、実費を勘案して手数料の額を定めなければならな 

  い。 

２  前項の手数料は、別に定める。 

 

（漏洩等事故時の連絡体制） 

第２４条  職員は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合若しくは発生が高いと判断 

  した場合又はこの規程及びこの規程に基づく規則に違反している事実が生じた場合若し 

  くは生じていることが高いと認められる場合、直ちに個人情報保護監督者（監督者が不

在の時は個人情報保護管理者）に報告しなければならない。 

２  個人情報保護監督者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じるとと

もに個人情報保護管理者に報告しなければならない。 

３  個人情報保護管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じるとと 

  もに理事長に報告しなければならない。 

４  個人情報保護管理者は漏えい等の問題が発生した場合には、二次被害の防止、類似被

害の発生回避の観点から、個人情報の保護に配慮しつつ、可能な限り事実関係を公表す

るとともに、都道府県の所管課等に報告しなければならない。 

 

（守秘義務） 

第２５条  職員は、病院および施設に勤務する期間及び病院および施設を離職した後の期

間においても、勤務期間中に知り得た個人情報の秘密を漏らしてはならない。 

２  個人情報保護管理者は、地域医療の実習等のため訪問する医師、学生等に対し、訪問 

  期間中に知り得た個人情報の秘密を漏らさないよう誓約書を取るものとする。 

 

（雇用契約） 

第２６条  個人情報保護管理者は、職員との間で雇用契約を結ぶ際には、前条第１項の守 

  秘義務を課さなければならない。 

 

（違反に対する措置） 

第２７条  職員がこの規程に違反した場合には、病院および施設の職員就業規則に定める

処分を行う。 



２  離職した職員が第２４条の規程に違反した場合には、病院および施設に与えた損害に

応じ必要な措置をとるものとする。 

３  第１０条の委託された者において個人データの安全管理が行われず、病院および施設

に損害を与えた場合には、委託契約等に基づき必要な措置をとるものとする。 

 

（備付け） 

第２８条  この規程及びこの規程に基づく規則は、窓口に備え付け、求めに応じて閲覧に 

  供するなどその周知に努めるものとする。 

 

（医療事故等に関する情報提供） 

第２９条  個人情報保護管理者は、医療事故等に関する情報提供に当たっては、患者又は

利用者及び家族等の意志を踏まえ、報告において氏名等が必要とされる場合を除き、匿

名化するものとする。 

２  医療事故発生直後に外部へ公表を行う場合については、匿名化する場合であっても本 

  人又は家族等の同意を得るよう努めることとする。 

 

（職員の研修） 

第３０条  個人情報保護管理者は、年に１回は、個人情報保護に関して職員に研修を行わ 

  なければならない。 

 

（監査） 

第３１条  個人情報保護管理者は、年に１回は、この規程の遵守状況について監査を実施 

  しなければならない。 

 

（規程の見直し） 

第３２条  個人情報保護管理者は、年に１回は、この規程の見直しをしなければならない。 

 

（その他） 

第３３条  この規程に定めるもののほか、必要な細目は、個人情報保護管理者が定める。 

   

 

  附則 

  この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 この規程は、令和３年１０月１日から施行する。 


